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成 再 に 都 建 十 ら を
十 開 関 市 築 三 三 徴
四 発 す 再 物 の 十 収
年 等 る 生 の 項 七 す
十 促 特 特 敷 ま の る

北 海

二 一 ◇
る る 北

建 内 こ 手 建 趣 海 こ
築 容 と 数 築 旨 道 の
基 と 料 基 建 条
準 し に 準 設 例
法 た つ 法 部 は
の 。 い の 手 、
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措 た ば

施 置 規 内 。 な 化 趣
行 を 則 容 ら 製 旨
期 条 で な 場
日 例 定 い 等
で め 衛 に
定 て 生 関

号外第

◇ 三
化 ３ ２ １
製 こ 施 円 上 八
場 の 行 に 委 げ 研 百 大
等 条 期 引 託 る 究 円 学
に 例 日 き 生 こ 生 に 及
関 は 上 及 と の 引 び
す 、 げ び と 攻 き 大

号

二
す

内 る 札
容 こ 幌
と 医
と 科
し 大
た 学

二 進 例 別 地 で 三 と
月 区 の 地 面 関 の と
二 等 許 区 積 係 項 も
十 の 可 内 の ） ま に
日 建 の の 許 。 で 、

築 申 建 可 、 所
物 請 築 の 四 要
の に 物 申 十 の
容 対 の 請 一 改

金 積 す 容 に の 正
率 る 積 対 二 を

曜 、 審 率 す の 行
建 査 、 る 項 う

規 て 改 数 平
定 定 正 料 成
に め に 条 十
よ る か 例 五
り こ ん の 年
行 と が 一 一
う と み 部 月
次 し 、 を 一
に 、 建 改 日
掲 併 築 正 か
げ せ 物 す ら
る て の る 施
事 規 建 条 行

め い 上 す
る た 必 る
こ 管 要 法
と 理 な 律
と 者 措 の
し 等 置 改
た が を 正
化 定 に（

第 製 め か
五 場 る ん
条 等 こ が
の に と み
二 つ と 、

る 平 る 聴 し 究 上 学
法 成 こ 講 た 料 げ 院
律 十 と 生 の る の（
施 五 と の 第 額 こ 学
行 年 し 授 十 を と 生
条 四 た 業 五 年 と の
例 月 料 条 額 し 授（
の 一 第 の 第 三 た 業
一 日 十 額 二 十 料（
部 か 六 を 項 三 第 の
を ら 条 一 第 万 十 額
改 施 第 単 三 千 四 を
正 行 二 位 号 二 条 年
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授
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料
及
び
攻
究
料
の
額
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改

日 ぺ 建 審 、 こ
い 一 ぺ 査 四 と
率 六 い 十 と
又 〇 率 一 一 し
は 、 、 六 の た
高 〇 建 〇 三 （
さ 〇 築 、 の 別
に 〇 面 〇 項 表
関 円 積 〇 及 二
す 、 〇 び 十
る 高 円 四 四
制 さ 十 の
限 又 二 項
の は の 、

務 定 ぺ 例 す
に の い る（
つ 整 率 条 こ
い 備 に 例 と
て を 関 第 と
、 行 す 七 し
そ う る 十 た
れ た 特 四 。
ぞ め 例 号
れ 、 の ）
次 こ 認
に の 定
掲 条 等
げ 例 の

関 い す 化
係 て る 製
） 講 た 場
。 じ め 等
な 、 に
け こ つ
れ の い
ば 条 て
な 例 管
ら を 理
な 制 者
い 定 等
衛 す が
生 る 講

す す 項 一 関 百 第 額
る る 関 万 係 円 一 四
条 こ 係 三 ） か 項 十
例 と ） 千 。 ら 第 九
と 。 八 年 三 万（

条 し 百 額 号 六
例 た 円 三 及 千
第 。 か 十 び 八
七 ら 四 第 百
十 一 万 四 円
三 単 六 項 か
号 位 千 第 ら
） 一 八 三 年
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す
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と
す
る
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め
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趣 ） こ 施 す海
旨 の 行 る 複道
及 条 期 建 数建
び 例 日 築 建設

る を 事
額 制 務
の 定 に
手 す 係

の 〇 の 〇 に 〇
数 〇 同 数 〇 同 二 〇
に 〇 一 に 〇 一 八 円
二 円 敷 二 円 敷 、

上 こ じ
必 と な
要 と け
な し れ

の 〇 的 計 一 の
同 数 〇 見 一 額 六 許
一 に 〇 地 定 ） 〇 可
敷 二 円 か の 、 の

四 円 関 五
千 に 係 十
四 引 ） 二
百 き 。 万

９ ８ ７ ６ ５
に 〇 の

一 二 地 関 地 〇 地 適 地
団 七 区 す 区 〇 区 用 区
地 、 計 る 計 円 計 除 計

例
を
制
定

４
〇 に
〇 再 係
〇 開 る
円 発 認

内 は 物 築部
容 、 の 物の

平 数 の事
成 に 認務
十 一 定処
五 二 又理
年 、 はの
一 〇 許特
月 〇 可例 一 〇 のに 日 円 取関 か を 消す ら 乗 しる

（
八 地 八 地 〇 建（ （
、 建 内 、 建 内 〇 築
〇 築 許 〇 築 認 〇 物
〇 物 可 〇 物 定 円 の
〇 の 建 〇 の 建 を 数
円 数 築 円 数 築 乗 が
を が 物 を が 物 じ 二
乗 二 以 乗 二 以 て 以
じ 以 外 じ 以 外 得 上
て 上 の て 上 の た で
得 で 建 得 で 建 額 あ
た あ 築 た あ 築 と る
額 る 物 額 る 物 の 場

地 八 ら 一 〇 申（
内 、 建 し 団 〇 請
認 〇 築 た の 〇 に
定 〇 物 設 土 円 対
建 〇 の 計 地 と す
築 円 数 に の 二 る
物 を が よ 区 を 審
以 乗 二 る 域 超 査
外 じ 以 建 内 え
の て 上 築 に る 一
建 得 で 物 現 建 六
築 た あ に に 築 〇
物 額 る 関 存 物 、

内 〇 画 制 画 画 外 画
に 〇 等 限 等 等 に 等
二 〇 の の の の 係 の
以 円 区 適 区 区 る 区
上 域 用 域 域 認 域
の 内 除 内 内 定 内
構 の 外 の の の の
え 建 に 前 建 申 公
を 築 係 面 築 請 共
成 物 る 道 物 に 施
す の 認 路 の 対 設
総 建 定 の 各 す の
合 ぺ の 幅 部 る 整
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促 の
進 申
区 請
等 に
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築 る
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分 七

施 じ の条 行 て 申例 す 得 請の る た に
一 こ 額 対
部 と と す
を と の る
改 し 合 審
正 た 計 査
す 。 額
る三 六
条 、
例 四

〇（

と 場 の と 場 の 合 合
の 合 建 の 合 建 計
合 築 合 築 額 七
計 一 の 計 一 の ） 八
額 六 許 額 六 許 、
） 〇 可 ） 〇 可 〇
、 の 、 の 〇
〇 申 〇 申 〇
〇 請 〇 請 円
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円 対 円 対 一
と す と す を
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建 の 合 る る 数 〇
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の 計 一 例 築 二 円
認 額 六 の 物 八 （
定 ） 〇 許 の 、 建
の 、 可 位 〇 築
申 〇 の 置 〇 物
請 〇 申 及 〇 の
に 〇 請 び 円 数
対 円 に 構 を が
す と 対 造 乗 三
る 一 す を じ 以
審 を る 前 て 上

的 い 申 員 分 審 備
設 率 請 に の 査 状
計 に に 応 高 況
に 関 対 じ さ 二 に
よ す す た の 七 応
り る る 建 許 、 じ
建 特 審 築 可 〇 た
築 例 査 物 の 〇 建
さ の の 申 〇 築
れ 認 二 容 請 円 物
る 定 七 積 に の
建 の 、 率 対 容
築 申 〇 又 す 積
物 請 〇 は る 率
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可
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申
請
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す
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審
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え 査 と た あ

七 る し 額 る
八 建 一 た と 場
、 築 六 総 の 合
〇 物 〇 合 合

、

に に 〇 各 審 に
関 対 円 部 査 関
す す 分 す
る る の 一 る
特 審 高 六 制
例 査 さ 〇 限

、

査

一
六
〇
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二 一 ◇ 三
と 北

施 と 北 趣 海 こ 施 十
行 し 海 旨 道 の 行 二
期 た 道 及 立 条 期 条
日 。 夕 び 学 例 日 関

張 内 校 は 係
緑 容 条 、 ）

北 海

二
２ １ る つ

築 条 内 こ い 建
物 建 の 日 容 と て 築
に 築 十 影 と 所 基
対 基 関 に し 要 準
す 準 係 よ た の 法
る 法 ） る 。 改 の
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北 ３ ２

趣 海 こ 施 る 例
旨 道 の 行 こ 規 で 規
建 条 期 と 則 定 則
築 例 日 と で め で
基 は し 定 る 定
準 、 た め こ め

号外第

二 一 ◇ 二
１ 定 北
内 め 河 趣 海 こ 施

題 容 る 川 旨 道 の 行
名 こ 法 流 条 期
を と の 水 例 日
河 と 改 占 は
川 す 正 用 、

号

た 音
。 更 市 平
町 町 成
、 村 十
芽 へ 四
室 の 年
町 権 十

ケ 例 平 。
丘 の 成
実 一 十
業 部 五
高 を 年
等 改 一
学 正 月
校 す 一
を る 日
廃 条 か
止 例 ら
す 施（
る 条 行

こ の 。 中 正 改
の 規 高 を 正
条 定 層 行 に
例 に の う か
の よ 建 こ ん
関 る 築 と が
係 許 物 と み
規 可 の し 日
定 を 高 、 影
の 受 さ 併 に
適 け を せ よ
用 て 制 て る
に 同 限 規 中

法 平 て と て（
施 成 第 い と い
行 十 三 た し た
条 五 条 二 た 二
例 年 か 級 級（
の 一 ら 河 第 河
一 月 第 川 二 川
部 一 五 に 条 に
を 日 条 お 、 お
改 か ま け 第 け
正 ら で る 十 る
す 施 、 竹 二 舟
る 行 第 木 条 又

法 る に 料 平
施 た か 等 成
行 め ん 徴 十
条 、 が 収 五
例 こ み 条 年
と の 、 例 四
す 条 二 の 月
る 例 級 一 一
こ を 河 部 日
と 制 川 を か
と 定 に 改 ら
し す お 正 施
た る け す 行

及 限 二
び 移 月
幕 譲 二
別 の 十
町 推 日
が 進
処 を
理 図
す る
る よ 金
こ う
と 、 曜
と 都

こ 例 す
と 第 る
と 七 こ
す 十 と
る 八 と
た 号 し
め ） た
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つ 一 す 定 高
い 敷 る の 層
て 地 地 整 の
、 内 域 備 建
特 に を を 築
例 あ 追 行 物
を る 加 う の
定 も す た 高
め の る め さ
る と こ 、 を
こ み と こ 制
と な と の 限
と さ し 条 す
し れ た 例 る

条 す 十 の 及 は
例 る 一 流 び い
こ 条 送 第 か（

条 と 及 の 十 だ
例 と び 許 三 の
第 し 第 可 条 通
七 た 十 に 関 航
十 。 三 関 係 の
七 条 す ） 制
号 関 る 。 限
） 係 事 に

） 項 関
。 を す
条 る

。 こ る る す
と 舟 条 る
と の 例 こ
し 通 と（
た 航 条 と
。 の 例 し
制 第 た
限 七 。
等 十
に 六
関 号
し ）
必
要

す 市 日
る 計
た 画
め 法
、 等
こ に
の 基
条 づ
例 く
を 事
制 務
定 の
す 一
る 部

定
す
る
こ

２

関 一
す 第 全 般 て
る 一 給 職 は 勤 三 あ

た た を 地（
複 第 制 域（

第 数 六 定 等
六 建 十 す に

ロ イ
に ら 関 調 に 期

例 事
で 項
定 を
め 条

三 扶 と す 以 等
千 養 扶 る 外 に 初

な
事
項
を

二 一
１ 等 北
内 の 海 北 趣

北 容 改 道 海 旨
次 全 海 定 職 道
に 給 道 を 員 人

こ を
と 名
と 寄
し 市
、

◇
部 北
を 海 こ
改 道 の
正 職 条
す 員 例

法 号 料 の 、 勉 項 っ
律 任 表 任 百 手 ま て
の 期 の 期 分 当 で は
指 付 給 付 の 関 、
定 研 料 研 三 六 係 現
職 究 月 究 十 月 ） 行
俸 員 額 員 五 期 。 ど
給 の を の ） 及 お
表 給 改 採 に び り
十 料 定 用 引 十 と
二 月 す 等 き 二 す
号 額 る に 上 月 る
俸 に こ 関 げ 期 。

、 百 三 係 整 あ 平 末
十 分 月 ） 措 っ 成 手
二 の 期 。 置 て 十 当
月 百 の を は 五
期 五 手 行 、 年
の 十 当 う 百 三
支 五 を こ 分 月
給 廃 と の 期（
割 再 止 三 の（
合 任 す 第 十 支
を 用 る 十 か 給
百 職 と 九 ら 割
分 員 と 条 百 合

（
円 親 養 第 も の 対 任
か 族 手 八 の 給 す 給
ら で 当 条 に 料 る 調
五 あ の 対 表 も 整
千 る 配 二 す の の 手
円 子 偶 第 る 適 に 当
に 、 者 一 も 用 あ
引 父 に 項 の を っ 支
き 母 係 関 に 受 て 給
上 等 る 係 あ け は 月
げ の 手 ） っ る 三 額
る う 当 。 て 職 十 の
こ ち 額 は 員 一 限

掲 料 職 行 の 事
げ 表 員 う 給 委
る の の こ 料 員
手 給 給 と 月 会
当 料 与 と 額 の
に 月 に す 並 議
つ 額 関 る び 会
い を す た に 及
て 改 る め 初 び
、 定 条 、 任 知
そ す 例 こ 給 事
れ る の の 調 に
ぞ こ 一 条 整 対

る の は
条 給 、
例 与 平
に 成（

条 関 十
例 す 五
第 る 年
七 条 四
十 例 月
九 及 一
号 び 日
） 一 か
般 ら

の つ と す る の ）
額 い と る こ 支 に
に て し 条 と 給 引
相 、 た 例 割 き（
当 そ の 第 合 上（
す の 第 一 十 を げ
る 限 五 部 九 百 る
額 度 条 改 条 分 こ
と 額 第 正 の の と
す を 一 四 七 （
る 一 項 第 十 第
こ 般 及 二 十（
と 職 び 項 再 九
と の 第 関 任 条

の に も 第 分 を
百 あ に 二 の 百
五 っ 、 項 二 分
十 て 六 及 十 の
五 は 月 び 五 五
か 、 期 第 ） 十
ら 百 の 三 に 五
百 分 支 項 引 か
分 の 給 並 き ら
の 七 割 び 下 百
百 十 合 に げ 分
七 か を 改 る の
十 ら 百 正 と 五
百 分 条 と 十（

と 三 を 五 の 万 度
人 月 万 う 六 額（

第 目 額 千 ち 千 を
九 以 一 六 、 四 、
条 降 万 百 医 百 医
第 の 六 円 学 円 療
三 一 千 か 等 か 職
項 人 円 ら に ら 給
関 当 か 五 関 三 料
係 た ら 万 す 十 表
） り 一 八 る 一
。 に 万 百 専 万 の
係 四 円 門 千 適
る 千 に 的 四 用

れ と 部 例 手 す
次 と 改 を 当 る
の し 正 制 、 平
と た 定 扶 成
お す 養 十（
り 別 る 手 四
改 表 こ 当 年
定 第 と 、 十
す 一 と 期 月
る か し 末 十
こ ら た 手 日
と 別 。 当 付
と 表 及 け
し 第 び 勧

職 施
の 行
任 す
期 る
付 こ
研 と
究 と
員 し
の た
採 。
用 四
等
に
関

し 職 二 係 用 第
た 員 項 ） 職 一
の 関 。 員 項（
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